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(57)【要約】
【課題】除塵装置と干渉のおそれをなくすとともに構造
の簡略化を達成した掻寄装置を提供すること。
【解決手段】処理池の幅間中央を通る位置の一定高さに
は、ガイドレールが通されるとともに、同ガイドレール
には、前後に直線状に進退自在な機体が設けられ、同機
体には、機体に対し前後に直線状に進退自在な長尺状の
連動部材が設けられて同連動部材の前後各端に連結され
た周回牽引条材がその周回牽引方向を正逆交互に切り換
ることで進退切換可能とされ、同機体の前後位置には、
横向き回転軸周りに上下に回転するスクレーパ付きスク
レーパアームがそれぞれ設けられて、前記連動部材が進
退切換されることでこれらのスクレーパ付きスクレーパ
アームのうち一方は、低くなった掻寄状態となってピッ
トの方向に堆積物を掻き寄せる一方、他方のスクレーパ
付きスクレーパアームは、高くなった非掻寄状態となっ
て反ピットの方向に戻されるように構成されていること
を特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　沈砂池・沈澱池などの処理池の池底の長手方向中途に凹状のピットを備え、池底に沈降
する堆積物を掻き寄せてピット内に掻き落とすための掻寄装置であって、処理池の幅間中
央を通る位置の一定高さには、ガイドレールが通されるとともに、同ガイドレールには、
前後に直線状に進退自在な機体が設けられ、同機体には、機体に対し前後に直線状に進退
自在な長尺状の連動部材が設けられて同連動部材の前後各端に連結された周回牽引条材が
その周回牽引方向を正逆交互に切り換ることで進退切換可能とされ、同機体の前後位置に
は、横向き回転軸周りに上下に回転するスクレーパ付きスクレーパアームがそれぞれ設け
られて、前記連動部材が進退切換されることでこれらのスクレーパ付きスクレーパアーム
のうち一方は、低くなった掻寄状態となってピットの方向に堆積物を掻き寄せる一方、他
方のスクレーパ付きスクレーパアームは、高くなった非掻寄状態となって反ピットの方向
に戻されるように構成されていることを特徴とする掻寄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、沈砂池や沈澱池などの処理池内に設置され沈降してくる堆積物を凹状のピ
ット内に掻き落とすようにする掻寄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、沈砂池にはその上・下流側に掻揚機能を有するバースクリーンが設置されると
ともにその間に凹状のピットが設けられて池底に沈降する堆積物をピット方向に掻き寄せ
て掻き落としそれらをポンプアップして処理するようにしている。
　ところで、前記ピット方向に掻き寄せるための掻寄装置には各種のものがあるが、本出
願人は、池幅中央の高い位置にガイドレールを設け、同ガイドレールに沿って進退する機
体を装備するとともに、同機体に横回転軸周りに上下回転するアームを備えて同アーム先
のスクレーパによりピット方向に堆積物を掻き寄せるようにしている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、前記したように上・下流側である前後にバースクリーンが既設物として設置
された沈砂池には、そのバースクリーン間に掻寄装置を新規装置として追加設置するよう
なことがあり、この場合、上流側のバースクリーン近傍にピットを配置して前記掻寄装置
を進退運動させるように構成することも考えられるが、このように配置すると掻寄装置が
バースクリーンと干渉する関係となるきらいがある。
　この発明は、上記に鑑みなされたもので、前記干渉のおそれをなくすとともに構造の簡
略化を達成した掻寄装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、沈砂池・沈澱池などの処理池の池底
の長手方向中途に凹状のピットを備え、池底に沈降する堆積物を掻き寄せてピット内に掻
き落とすための掻寄装置であって、処理池の幅間中央を通る位置の一定高さには、ガイド
レールが通されるとともに、同ガイドレールには、前後に直線状に進退自在な機体が設け
られ、同機体には、機体に対し前後に直線状に進退自在な長尺状の連動部材が設けられて
同連動部材の前後各端に連結された周回牽引条材がその周回牽引方向を正逆交互に切り換
ることで進退切換可能とされ、同機体の前後位置には、横向き回転軸周りに上下に回転す
るスクレーパ付きスクレーパアームがそれぞれ設けられて、前記連動部材が進退切換され
ることでこれらのスクレーパ付きスクレーパアームのうち一方は、低くなった掻寄状態と
なってピットの方向に堆積物を掻き寄せる一方、他方のスクレーパ付きスクレーパアーム
は、高くなった非掻寄状態となって反ピットの方向に戻されるように構成されていること
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を特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　この発明によれば、処理池の幅間中央を通る位置の一定高さには、ガイドレールが通さ
れるとともに、同ガイドレールには、前後に直線状に進退自在な機体が設けられ、同機体
には、機体に対し前後に直線状に進退自在な長尺状の連動部材が設けられて同連動部材の
前後各端に連結された周回牽引条材がその周回牽引方向を正逆交互に切り換ることで進退
切換可能とされ、同機体の前後位置には、横向き回転軸周りに上下に回転するスクレーパ
付きスクレーパアームがそれぞれ設けられて、前記連動部材が進退切換されることでこれ
らのスクレーパ付きスクレーパアームのうち一方は、低くなった掻寄状態となってピット
の方向に堆積物を掻き寄せる一方、他方のスクレーパ付きスクレーパアームは、高くなっ
た非掻寄状態となって反ピットの方向に戻されるように構成されていることを特徴とする
ので、前記干渉のおそれをなくすとともに構造の簡略化を達成した掻寄装置を提供するこ
とができる。
　また、前記のように構成するので、装置が往復運動するそれぞれにおいて掻寄が可能に
なって掻寄回数が倍加することになり、そのことから逆に掻寄スピードを遅く設定しても
所要の掻寄能力が得られることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、この発明の一実施形態を図面にしたがって説明するが、ここで説明する各実施形
態に含まれる個々の提案例は他の実施形態にも適用されるものとする。
　図１ないし図４は、この発明に係る掻寄装置の１つの実施形態を示し、図１、図２は同
掻寄装置の側面図、図３は図１の平面図、図４は図１のＩＶ－ＩＶ線拡大断面図である。
図１は上流側Ａへ向けた掻寄状態を、図２は下流側Ｂへ向けた掻寄状態をそれぞれ示す。
【０００７】
　これらの図において、１は沈砂池で、同沈砂池１は、汚水や雨水をゲート（図示省略）
を通じて流入させそれらに含まれる多量の砂分やゴミ類を取り除くために設けられている
もので、左右幅方向に対向する側壁２，２と底壁３とを有する水路状のものになっている
。この沈砂池１は、図１ないし図３においてＡ側が上流側、Ｂ側が下流側とされ、この符
号ＡおよびＢ付近に前記バースクリーンが既設物として設置されている。以下においてＡ
側を前側、Ｂ側を後側として説明する。尚、図１および図２は１つの装置が上下段に分か
れて表示されているがそれら上下段に表示されたものは互いに連続するものである。
【０００８】
　５はピットで逆四角錐をした凹状をなすとともに、同ピット５は、Ａ，Ｂ間の中途（中
間）位置に配置されている。このピット５内には、吸上ポンプ６が左右一対配備され、そ
れに連通して垂直上方に伸びた吸上パイプ７は図３の平面図に示すように掻寄装置の進退
に干渉しない位置関係とされている。
　尚、４はハンチ部分（斜壁）で、砂分を中央寄りに案内するためのもので、底壁３にお
けるピット５よりも上流側Ａの部分にのみ設けられているが、Ｂ側の部分にも設けてもよ
い。
　この場合、周回牽引条材２２は、図１の矢印Ｘである右回りの方向に駆動ホイール２４
が回転駆動されることで下周りが矢印Ｘの方向に牽かれるのでアンカー２１およびアンカ
ーブラケット２０を介して連動部材１９を前側に牽引する。これにより、連動部材１９は
前進するが、機体１４側の前後２箇所に突設したうちの前側のストッパ２８に当たって一
定のところで止められる。その時点で機体１４は前進力を得て図１の矢印Ｆのように牽引
される。
　この牽引は後のスクレーパ３６がピット５の手前にくるまで継続される。
【００１９】
　その時点をリミットスイッチで検出することで、次は駆動ホイール２４を図２のように
逆回転Ｙさせるように制御される。周回牽引条材２２は上周りが矢印Ｙ方向に牽かれ、こ
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れにより、連動部材１９が後側に牽かれて後側のストッパ２８にアンカーブラケット２０
が当たることで停止する。
【００２０】
　その間、後側のアンカーブラケット２０を介して連動部材１９が後方へ移動してアーム
連動材３２を介して連動アーム３１を図２の右周りに回転連動させるとともにスクレーパ
アーム３４を持ち上げてスクレーパ３６が持ち上がりその非掻寄状態で固定されることに
なる。前側においては、周回牽引条材２２の下周りから上周りに経由する部分が緩み側と
なっているので、連動部材１９の後方への移動を許し、その結果、スクレーパアーム３４
の自由降下を許す状態になるとともに、前記のように一定の掻寄力を保ったまま後方のピ
ット５側へと堆積物Ｓを掻き寄せる。この掻き寄せは前記のように抵抗が一定以上になる
と逃げ得るものとされる。Ｒは掻寄装置の後方への移動方向を示す。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】　本発明の一実施形態を前方への掻寄状態として示す側面図。
【図２】　本発明の一実施形態を後方への掻寄状態として示す側面図。
【図３】　図１の横断平面図。
【図４】　図１のＩＶ－ＩＶ線断面矢視図。
【符号の説明】
【００２２】
　１…沈砂池　３…底壁　５…ピット　９…ガイドレール　１４…機体　１５…走行ロー
ラー　２０…アンカーブラケット　２１…アンカー　２２…周回牽引条材　２４…駆動ホ
イール　２８…ストッパ　２９…横向き回転軸　３１…連動アーム　３２…アーム連動材
　３４…スクレーパアーム　３６…スクレーパ　Ｓ…堆積物。

【図１】 【図２】
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